
別記様式（第６条関係）

１　該当の有無 ✅ 該当あり

□ 該当なし

✅（いづれかに を入れること）

２　資本関係に関する事項

①　会社法第２条第４号の規定による親会社について

②　会社法第２条第３号の規定による子会社について

③　親会社を同じくする子会社同士の関係にある他の入札参加有資格者

３　人的関係に関する事項

資本関係及び人的関係確認書

　令和○・○年度建設工事入札参加資格申請に当たり、本内容は事実と相違ありません。
　内容の確認が必要とされる場合は、町の職員の指示に従い調査に協力します。また、提出後に内容に
変更が生じた場合は、直ちに新たな確認書を提出します。
　虚偽記載や記載漏れが判明するなどした場合は、いかなる措置を受けても意義ありません。

記

商号又は名称 建設業許可番号 所　在　地

(株)○×建設 999999 兵庫県赤穂郡上郡町大持○×

個人 兵庫県赤穂郡上郡町

商号又は名称 建設業許可番号 所　在　地

○×土木(株) 111111 兵庫県赤穂郡上郡町山野里○×

商号又は名称 建設業許可番号 親会社の商号又は名称

なし

自　　社 兼任先及び兼務先での役職

役職名 氏　　名 商号又は名称 建設業許可番号 役職名

代表取締役 上郡　太郎 ○○工業(株) 222222 取締役

令和○年○月○日

　上郡町長　様

住　　　　所 兵庫県赤穂郡上郡町大持△□

商号又は名称 (株)○○組

代   表   者 上郡　太郎

※１　該当無しの場合でも必ず提出してください。
※２　各項目て記入欄が不足する場合は、適宜記入欄を追加してください。

※３　親会社の記載の対象は、建設業者に限らず持株会社、個人又
は組合も含みます。
※４　個人の場合は、市区町村までの記入としてください。

※５　子会社の記入の対象は、上郡町入札参加有資格者に限ります。

※６　上記①の親会社を同じくする子会社を記入してください。ただ
し、上郡町入札参加有資格者に限ります。

※７　兼任役員の兼任先の記入対象は、建設業者（建設業法による
建設業許可を受けている者）を記入してください。



別記様式（第６条関係）　資本関係及び人的関係確認書の記入方法 

 

 

 項目 記入要領

 全体事項  該当がない場合でも提出してください。 

 本表は、申請日現在で作成してください。 

 記入欄が不足する場合は、適宜記入欄を追加してくさい。

 該当の有無  該当する項目に「レ」を付して下さい。 

 該当する者が無い場合には、「該当なし」に「レ」を付して下さい。

 親会社 

（会社法第２条第４号の規定

によるもの）

 申請者の親会社について記入してください。 

※親会社は建設業者に限らず、持株会社、個人又は組合も記入の対象となります。 

※該当する親会社がない場合には、商号又は名称欄に「なし」と記入してください。

 子会社 

（会社法第２条第３号の規定

によるもの）

 申請者の子会社について記入してください。 

※子会社は上郡町の入札参加資格者名簿に登録されている者に限ります。 

※該当する子会社がない場合には、商号又は名称欄に「なし」と記入してください。

 親会社を同じくする子会社同

士の関係にある他の入札参

加有資格者

 親会社を同じくする子会社を記入してください。 

※子会社は上郡町の入札参加資格者名簿に登録されている者に限ります。 

※該当する子会社がない場合には、商号又は名称欄に「なし」と記入してください。

 役員の兼任  申請者の役員のうち、他の建設業者の役員を兼任している役員（以下｢兼任役員｣と

いう。)について記入してください。 

※兼任役員の兼任先の記載対象は、建設業者（建設業法による建設業許可を受けて

いる者）を記入してください。 

※申請者又は兼任先の会社が更生会社又は再生手続き中の会社で、「代表取締役」

又は「取締役」を兼任している場合は記入の対象外であるため、記入しないでくださ

い。 

※該当する役員がいない場合には、氏名欄に「なし」と記入してください。

 役員の兼任 

－役職名

 兼任役員の申請者における役職を記入してください。 

 「代表取締役」、「取締役」、「管財人」、「執行役」のいずれかを記入してください。 

※ 役員の名称が上記と異なる場合でも、職務権限等が上記に該当する場合には、上

記のうち該当するものを記入して下さい。 

例）代表取締役社長→「代表取締役」、専務取締役→「取締役」 

※「取締役」には、社外取締役も含みますが、委員会等設置会社の取締役は含みませ

ん。委員会等設置会社における取締役が執行役を兼任している場合には、「執行役」と

して記入して下さい。 

※「執行役」とは、委員会等設置会社における執行役及び代表執行役をいいます。 

※「監査役」、「執行役員」などは役員に該当しないため、記入しないでください。

 役員の兼任 

－氏名

 兼任役員の氏名を記入してください。 

※該当する役員がいない場合には、氏名欄に「なし」と記入してください。

 役員の兼任 

－兼任先での役職

 兼任役員の兼任先における役職を記入してください。 

 「代表取締役」、「取締役」、「管財人」、「執行役」のいずれかを記入してください。 



 ※ 役員の名称が上記と異なる場合でも、職務権限等が上記に該当する場合には、上

記のうち該当するものを記入して下さい。 

例）代表取締役社長→「代表取締役」、専務取締役→「取締役」 

※「取締役」には、社外取締役も含みますが、委員会等設置会社の取締役は含みませ

ん。委員会等設置会社における取締役が執行役を兼任している場合には、「執行役」と

して記入して下さい。 

※「執行役」とは、委員会等設置会社における執行役及び代表執行役をいいます。 

※「監査役」、「執行役員」などは役員に該当しないため、記入しないでください。



資本関係又は人的関係のある会社の同一入札への参加制限について 

 

○親会社、子会社の定義 

　①会社法第２条第３号及び第４号に規定する親会社・子会社を言います。 

　②親会社は建設業者に限らず、持株会社、個人又は組合も対象となります。 

　③子会社は、上郡町の入札参加有資格者に限ります。 

 

①会社法第２条第３号及び第４号に規定する親会社・子会社 

　・第２条第３号 子会社 会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他

の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。 

・第２条第４号 親会社 株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営

を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。 

 

ケースⅠ（A、Bがいずれも建設業者の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケース Ⅱ（Ａ，Ｂ，Ｃがいずれも建設業者の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ケース Ⅲ（Ａ，Ｂ，Ｃがいずれも建設業者の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記ケース以外に他の会社等の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約が

存在する場合等、会社法第２条第３号及び第４号の親会社・子会社。 

 

 

○役員の定義 

①会社の代表権を有する取締役（代表取締役） 

②取締役（社外取締役を含む。ただし、委員会等設置会社の取締役を除く。） 

③会社更生法第 67 条第 1 項又は民事再生法第 64 条第 2 項の規定により選任された管

財人 

④委員会等設置会社における執行役又は代表執行役 

 

※役職及び兼任先における役職の両方が上記に該当する場合のみ対象となります。 

※「取締役」には、社外取締役も含みますが、委員会等設置会社における取締役は含み

ません。 

※「監査役」、「執行役員」などは役員に該当しません。特に委員会等設置会社の「執行

役」と「執行役員」とは異なりますので、注意して下さい。 

 


